
社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な介護保険サービス利用者に対して、利用者負担を軽減し、介

護保険サービスの利用促進を図る制度です。

【 対象者 】

◎市民税世帯非課税者で、以下の①～⑤の全ての要件を満たし、その方の収入や世帯の状況、利用者負担

等を総合的に勘案し、生計が困難であると宮崎市が認める方

①年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増える毎に５０万円を加算した額以下である方

②預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増える毎に１００万円を加算した額以下である方

③世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方

④負担能力のある親族等に扶養されていない方（扶養されていないとは、税控除の対象になって

いない、医療保険の扶養になっていない、日常生活の援助を受けていない等をいいます）

⑤介護保険料を滞納していない方

【 対象サービス 】

【 軽減対象となる費用 】

①介護(予防)給付費 ②食費 ③居住費(滞在費) ④宿泊費

＊生活保護受給者 ： 個室の居住費に係る利用者負担額について軽減対象

＊旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の方 ： 対象外。但し、ユニット型個室の居住費に係る利用

者負担額についてのみ対象

＊②③は特定入所者介護サービス費の認定を持っている方が対象

【 補助割合 】

１．老齢福祉年金受給者の方 → 利用者負担の１／２

２．上記以外の方 → 利用者負担の１／４

⇒裏面に、申請に必要なもの、申請後の流れ等を記載しています。

事業対象者、要支援１及び要支援２ 要介護１～要介護５

(1) 介護予防短期入所生活介護

(2) 介護予防認知症対応型通所介護

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(4) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当

する事業

(5) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当

する事業

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10)看護小規模多機能型居宅介護

(11)介護福祉施設サービス（特別養護老人ホーム）

社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度



【 申請に必要なもの 】

① 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書

② 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者確認申請に係る申告書

③ 各種証明書（本人及び世帯員全員分）

★収入がわかる書類（年金支払通知書、給与証明や源泉徴収票など）

【例】令和５年度（令和５年８月～令和６年７月の期間）の申請は、

令和４年１月～令和４年１２月までの収入状況が必要

★預貯金等がわかる書類（最新の記帳をした預金通帳の写し、生命保険証書など）

※預金通帳については提出日から遡って一年間の履歴が分かるもの

★不動産等の資産がわかる書類（固定資産税通知書など）

★医療保険の健康保険証（国民健康保険証や社会保険証など）

【 申請者について 】

申請内容についてお答えできる方（受付時に聞き取り調査を行う場合があります）

【 申請後の流れ 】

＜お問合せ先＞ 宮崎市介護保険課 介護サービス係

電話 ２１－１７７７
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